
30年後の持続可能で心豊かに生きる地域づくりを目指して
～「学校を核とした地域づくり」から「地域づくりは地域で」～　

熊本県統括コーディネーター（県南担当）　浅 野  一 登

要旨
○人づくり・地域づくりは、長期で町ぐるみの取組みが必要である。１０年区切りの３期３０年を取組み期間とした。２期３期を展望して
１期１０年の取組みについて述べている。
○「学校（人）づくり」と「地域づくり」との関係は、学校を舞台にして、子供と子供、子供と大人、大人と大人などの「人間関係のつなが
り」を豊かにすることが学校も地域もよくすることにつながっている。“つながり”をキーワードとしてつながりの場を１期「学校で」２期
「学校から地域へ」３期「地域で」として設けた。
○まず、町ぐるみの取組みとなるよう地域住民や各種団体企業等に呼びかけて説明会を行う。わかりやすく趣旨を説明して、できる
だけ多くの賛同者を募る。その後も、根気づよく活動を紹介して浸透を図る。
○賛同者を集めて、緩やかなネットワークを形成した任意性の高い「地域学校協働本部（以下「本部」という）」を組織する。
○本部に「コーディネート会議」を設けて、コーディネート機能の要とする。その有効性は次の３点である。
（１）「私たちがします。」という主体性を持って学校への派遣者が決まる。連携協働に相応しい決まり方である。
（２）本部に“会議”が設けられたということは、本部構成員の「任意性の高い」人々にとって、様々なことを協議する場となってくる。
コーディネート会議が様々な話題を話し合う会議に発展すると、そこから学校や地域の課題を解決して、みんなが豊かに暮らせる地
域づくりが実現していくかもしれない。
（３）本部を整備するのは教育委員会だが、本部は地域のものでなければならない。自由に協議する場があるということは「自分たち
の本部」という意識をより強くする。それぞれの地域によって様々な発展が期待される。
○学校支援地域本部では、コーディネーターがコーディネート機能の多くを担ってきた。学校支援であればこれでよいかもしれない
が、地域学校協働活動は、地域住民や各種団体企業等が主体となった人づくり・地域づくりのための活動となる。コーディネーター
（地域学校協働活動推進員）の役割は変わってくる。本部を機能させる運営・連絡調整役となる。　　

平成３０年１０月１２日



２　地域と学校の連携・協働の在り方　　
（１）「社会に開かれた教育課程」と「学校を核とした地域づくり」のつながり
　ア　「地域づくり」と「学校づくり」のつながり
 　「社会に開かれた教育課程」と「学校を核とした地域づくり」のつながりを理解するには、まず「地域づくり」と「学校づくり」がつな
がっていることをおさえておく必要があります。
　「地域づくり」と聞くと、「学校づくり」とは関係ないと思われる方も多いでしょう。しかし、学校を舞台にして、大人と子供や、大人同
士の「人間関係のつながり」、専門的にいうと「ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）」を豊かにすることが学校も地域もよくするこ
とにつながっていることを見落としてはなりません。

はじめに
　

地域学校協働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員の育成ハンドブック99ページ熊谷愼之輔　岡山大学大学院教育学研究科教授



１０歳 ２０歳 ３０歳 ４０歳

地域づくりの基礎を培う　→　夢の実現や課題の克服に協働して取り組む　→　心豊かに生きる地域の実現　

学習指導要領　

「学校を核とした地域づくり」から「地域づくりは地域で」

　一人一人のこどもが、自分のよさや
可能性を認識、あらゆる他者を価値
ある存在として尊重、多様な人々と協
働しながら様々な社会的変化を乗り
越え、豊かな人生を切り拓き、持続可
能な社会の創り手となる。

学習指導要領　 学習指導要領　
（仮説）一人一人のこどもが、自分の
よさや可能性を認識、個々の児童生
徒が社会の一員としての役割を持ち、
他者と協働してその役割を果たし
様々な社会的変化を乗り越え、豊か
な人生を切り拓き、持続可能な社会
の創り手となる。

（新たに明らかとなった今日
的な課題に対する教育目標
を掲げる。）

現在の子供たちの成長

キーワード：地域づくりの基礎は“つながり”づくり

１期 ２期 ３期



　１０年刻みの３期３０年を取組み期間とする。理由はこの取組みが学校の取組みと連携しているため学習指導要
領の改訂の期間に合わせた。また、今のこどもたちが社会の構成員として中心的に機能する３０年後を達成年とし
た。
まず、最初の１期について
　『「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念を学校と社会が共有する。』を分析的に解説すると、
この１０年の取組みでは、「よりよい学校教育」とは「地域とともにある学校づくり」であり、「よりよい社会を創る」とは
「学校を核とした地域づくり」である。つまり、これからの１０年間は、学校を取組みの場として、「学校づくり」を通して
「地域づくり」を推進していく。「学校づくり」がどうして「地域づくり」となるのかは、先に紹介した岡山大熊谷愼之輔教
授の“つながり”づくりを再掲すると、学校では社会に開かれた教育課程の導入で地域学校協働活動がたくさん行わ
れるようになる。地域の皆さんが学習活動に参加することで、こどもたちは、地域の皆さんとの”つながり”を持つよう
になる。回を重ねる毎に“強いつながり”となっていく。こども同士の“つながり”や共に参加する大人同士、先生と地域
住民との“つながり”なども太くつながっていく。この“つながり”がソーシャル・キャピタル（社会関係資本）＝「地域づく
り」の基盤である。この“つながり”づくりの教育が学校でなされるので、学校で出会う全ての人々が“つながり”が
徐々に豊かになって「地域づくり」の基盤が培われていく。前ページの図で「学校づくり」が段々減少して「地域づくり」
が増加していくのは、その“つながり”の豊かさの増加で「地域づくり」が大きくなっていくことを表している。
　「人づくり」については、他の人と“つながり”を持つことで、自分にはない新たな価値を生み出したり発見すること
ができる。また、他者と協働することで次代を乗り越える力や自身の未来を切り拓く力を手に入れることができる。

２期について（仮説）
　次の学習指導要領（２０２７年３月告示）が示されていないので、私の仮説として紹介する。
　１期で“つながり”が豊かになることで、地域の皆さんの活動にこどもたちが参加するようになる。それはこどもたち
が主体的に地域に出て行く、また、地域の皆さんも学校での体験から得た教育力を発揮して活動が始まるからであ
る。それが２期である。つまり、２期は“つながり”づくりの舞台が学校から地域へ移行していくのである。「学校づくり」
では、こどもたちが地域に出て役割を持って活動をすることを推し進める。言い換えると「社会を切り拓き、社会を創
る」体験である。

３期について（仮説）
　“つながり”づくりの移行が進み「地域づくり」が地域で行われるようになる。つまり、学校は「人づくり」に必要な地
域学校協働活動だけをすればよくなり「地域づくり」の負担が減少している。したがって、学校は不易な教育に邁進
できるようになり、こどもと向き合う時間も取れるようになる。



学習指導要領　

これから３０年間の学校と地域の在り方

　一人一人のこどもが、自分のよさや
可能性を認識、あらゆる他者を価値
ある存在として尊重、多様な人々と協
働しながら様々な社会的変化を乗り
越え、豊かな人生を切り拓き、持続可
能な社会の創り手となる。

学習指導要領　 学習指導要領　
（仮説）一人一人のこどもが、自分の
よさや可能性を認識、個々の児童生
徒が社会の一員としての役割を持ち、
他者と協働してその役割を果たし
様々な社会的変化を乗り越え、豊か
な人生を切り拓き、持続可能な社会
の創り手となる。

（新たに明らかとなった今日
的な課題に対する教育目標
を掲げる。）

地域の教育力の増加

地域づくりの基礎は“つながり”づくり
学校で“つながり”づくり　 学校と地域で“つながり”づくり　 地域で“つながり”づくり　

　「社会に開かれた教育課程」で地域
学校協働活動がたくさん計画され、地
域の皆さんが教育に関わることを体
験する。
　子どもも大人も先生も、互いにつな
がり合い、一人一人の社会が広がっ
ていく。

　これまでの経験を元に、地域の皆さ
んが、地域で子供たちを育成するプ
ログラムを始める。
　その分「社会に開かれた教育課程」
は縮小していく。

　子供たちが、社会の一員として地域
の皆さんと主体的に関わることで、地
域づくりの基礎を培う。
　地域の皆さんは、それを可能にする
十分な教育力を有している。

学
校
づ
く
り
の
視
点

地
域
づ
く
り
の
視
点

１期 ２期 ３期



地域学校協働本部の姿

　「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創
る」という理念を共有する説明会を行い、地域
の人々や各種団体に地域学校協働本部への
参加を呼びかける。
　地域学校協働本部は、学校の求めに応じて、
地域のボランティアを派遣するコーディネート
機能のみを持つ簡単な仕組みからスタートする。
　その本部のコーディネート機能とは、学校か
ら提出される「こんな人に来てほしい」という年
間計画をもとにコーディネート会議で派遣する
個人や団体等を決める。成員が自ら手を挙げ
て「やります。」と主体的に決めることができる。
　子どもたちや先生、地域の皆さんが、”つなが
る”経験を積むことで、共に生きること、心豊か
に生きること、よりよい社会を創ることへの意欲
が高まってくると思われる。

　地域学校協働本部は、社会教育のフィールド
にある任意性の高い体制であることから、これ
までの学校での体験から得た子どもたちの課
題は地域の課題ととらえて、それを乗り越える
ために、独自の社会教育活動を始めたり、コー
ディネート会議の場で「課題を克服するために
皆で何ができるか！」を提案して協議する場へ
と発展していくと考えられる。
　したがって、コーディネートの求めが提出され
るのは、学校だけではなく、地域の皆さんから
も出てくるようになります。
　また”つながり”づくりを地域の皆さんが担う分
だけ、学校の役割は小さくなります。　　

　地域づくりの基礎である”つながり”づくりの経
験を重ねていくと、益々地域の教育力が高まっ
ていき、地域づくりの活動が地域で行われて行
きます。すると、学校は特別な存在ではなくなっ
てきます。図のように、学校は地域の一つとな
ります。
　また、地域学校協働本部が地域づくりの中心
的な協議の場となってくると、子どもたちのこと
だけでなく、子育てや福祉、安全、防災、地域
などの色々な課題も協議されるように発展すれ
ば、自治組織そのものとなります。
　この発展は一例ですが、地域によってどのよ
うに発展するかは楽しみですね。　　

１期 ２期 ３期



１期の地域学校協働本部の仕組みと機能

〔趣旨の説明会〕
　これから、「人づくり」「地域づくり」をしようというわけですから町ぐるみの
取り組みにしていかなければなりません。地域の皆さん・各種団体・企業な
どに参加を募って説明会を開きます。そこでは「よりよい学校教育を通して
よりよい社会を創る」という理念の共有を図ります。

〔「地域学校協働本部」を組織〕
　賛同者を募って､緩やかなネットワークを形成した任意性の高い体制「地
域学校協働本部」を組織します。左上図の○は地域の人々や各種団体・企
業等です。
“緩やかなネットワーク”や“任意性の高い”という言葉は、社会教育のフィー
ルドではよく使われる言葉で「社会教育団体は、それぞれが主体性を持っ
て自由に活動する。」という意味合いだそうです。

〔コーディネート会議〕
　地域学校協働本部にコーディネート会議を設置します。その機能は、地
域人材を求める学校の年間計画が提出されると、どれを誰が担当するか
を決めていきます。「私たちがします。」と主体性を持って決まるので支援で
はなく連携協働にふさわしい決め方となります。

〔コーディネート会議の意義〕
　地域学校協働本部に“会議”を設けたことに意義があります。最初は派遣
者を決める機能ですが、会議の構成員はそれぞれ「任意性の高い」方々で
すから、学校や地域の課題に対するアイデアが話し合われます。すると、
本部を構成する地域住民・各種団体企業等が連携をもって動き始めること
になります。

〔地域学校協働本部が地域組織として発展〕
　地域の人々が連携を持って、子供たちの教育や課題解決に動き出すとい
うことは“地域づくりの始まり”であり、“本部が地域組織となっていく始まり”
でもあると思われます。このことによって、地域の人々を結集した自治組織
に発展するところもあるのではないかと思われます。

〔地域学校協働本部に地域学校協働活動推進員（コーディネーター）〕
　この本部を全てボランティアで運営することはできません。連絡調整など
責任を持って役割を担う職員が必要です。まずは、行政の職員が対応しま
すが、地域の仕組みとするためには、地域の皆さんの中から有償で任用す
ることが必要です。

仕組み

機能



市町村教育委員会への説明「地域学校協働本部を創る」

地域学校協働活動とは
　幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに「学校を核とした地域づく
り」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動です。
地域学校協働本部とは
　より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成した任意性の高い、地域学
校協働活動を推進する体制です。

「地域学校協働活動ハンドブック」より



市町村教育委員会への説明「地域学校協働本部のコーディネート機能とは」

コーディネート機能とは
　

　地域学校協働本部に、学校から「こんなこ
とのできる人に学校に来てほしい」という年
間計画が提出されると、代表者が集合して
コーディネート会議を開きます。求めの一
つ一つに代表者が手を挙げる主体性を持っ
て決められます。活動の当日、ボランティア
が学校へ派遣されて地域学校協働活動を
行います。
　この一連の流れがコーディネート機能です。

コーディネート機能を支える必要な役割
〇地域学校協働活動推進員（コーディネーター）
　地域学校協働本部は、地域の皆さんで構成される体制ですが、学校や本部の構
成員との連絡調整や会議の諸準備・開催など責任の重い役割が必要です。ぜひそ
の役割を担う地域学校協働活動推進員を有償の職員として委嘱してほしい。
〇地域連携担当職員
　学校にも、地域学校協働活動を統括して、地域への窓口となるポストが必要です。
地域の皆さんと連絡の取りやすいデスクワークの多い職員が望ましい。



　コーディネート機能  　　 多様な活動  　　継続的な活動　
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委
員
の
承
認

○
　

規
約
の
承
認

○
　

趣
旨
の
説
明

設置地域別
に開催

設置地域別
に開催

地
域
学
校
協
働
本
部
活
動
開
始

○
　

適
切
な
運
営
に
つ
い
て
本
部
に
助
言

○
　

本
部
の
運
営
上
の
課
題
を
検
討

○
　

運
営
状
況
を
把
握

備えるべき３つの機能

※　地域学校協働活動推進員は日常活動する本部の有償の職員です。関係者の連絡調整･コーディネート会議の開催・コーディネート機能や地域学校協働活動が
　円滑に実施されているかの把握・課題があれば課題解決に当たります。　　　注意：コーディネーターが人捜しをする(一人本部）にならないよう配慮してください。
※　地域学校協働活動推進員の予算が確保できしだい委嘱してください。　それまでは教育委員会職員がコーディネート会議の開催のみを担当します。　

○
　

団
体・

個
人
登
録
の
受
付

○
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣

○
　
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
会
議
の
開
催

３つの機能
・　コーディネート機能の円滑な運営
・　たくさんの地域学校協働活動の実施
･　地域にずっとあり続ける仕組み

となるよう努めてください。

市町村教育委員会への説明「地域学校協働本部を創る手順（例）」



ｅｎｄ

最後に
　


